
令和 5 年 11月 6 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 号外第 13 号 

－ 1 － 

 

奈良市公報 
   号外第 13 号 令和5年2月規則等 

令 和 5 年 1 1 月 6 日 発 行 

発行所 奈 良 市 役 所 

発行人 奈 良 市 長 

編集人 法務ガバナンス課長 

目        次 

規   則 

月 日 番号 件 名 主 管 

2 2 2 奈良市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 保健予防課 

2 2 3 奈良市母子保健法施行細則の一部を改正する規則 保健予防課 

2 2 4 奈良市小児慢性特定疫病医療費の支給に関する規則の一部

を改正する規則 

保健予防課 

2 2 5 奈良市小児慢性特定疫病児童等日常生活用具給付事業実施

規則の一部を改正する規則 

保健予防課 

2 3 6 奈良市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 スポーツ振興課 

2 8 7 奈良市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則 消防局総務課 

監   査 

月 日 番号 件 名 
 

2 24 1 奈良市監査委員に関する規程の一部を改正する規程 

公 営 企 業 

月 日 番号 件 名 主 管 

2 24 1 奈良市水道水利使用管理規程の一部を改正する規程 経営企画課 

2 24 2 奈良市排水設備指定工事店等に関する規程 共同事務推進課 

消 防 

月 日 番号 件 名 主 管 

2 16 1 奈良市救急活動規程の一部を改正する訓令 総務課 

教 育 委 員 会 

月 日 番号 件 名 主 管 

2 8 1 奈良市立高等学校等における授業料等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

一条高等学校事務室 

 



令和 5 年 11月 6 日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 号外第 13 号 

－ 2 － 

規   則 

奈良市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 5年2月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 2号 

奈良市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

奈良市児童福祉法施行細則（平成 14年奈良市規則第47号）の一部を次のように改正する。 

別表備考中第 6項及び第7項を削り、第 5項を第6項とし、第 1項から第4項までを1項ずつ繰り下げ、第1項と

して次の 1項を加える。 

 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法（昭和 25年法律第226号）第 292条第1項第1号に規

定する均等割の額をいい、D1からD20までの階層における「所得割の額」とは、同項第 2号に規定する所得割（こ

の所得割を計算する場合には、同法第 314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及

び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。）の額をいう。なお、同法第 323条に規定する市町村

民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は

均等割の額とする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（令和 5年2月2日掲示済） 

 

奈良市母子保健法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 5年2月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 3号 

奈良市母子保健法施行細則の一部を改正する規則 

奈良市母子保健法施行細則（平成 14年奈良市規則第59号）の一部を次のように改正する。 

別表備考第 1項中「第5条の 4の2第6項」を「第5条の4の2第5項」に改め、同表備考中第 7項及び第8項を

削る。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（令和 5年2月2日掲示済） 

 

奈良市小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 5年2月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 4号 

奈良市小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規則の一部を改正する規則 

奈良市小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規則（平成 26年奈良市規則第61号）の一部を次のように改正す 

る。 

別記第1号様式を次のように改める。 
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別記 

第1号様式（第2条関係） 
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別記第 4号様式を次のように改める。 

第4号様式（第3条関係） 
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附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈良市小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規則の規定に

基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

（令和 5年2月2日掲示済） 

 

奈良市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 5年2月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 5号 

奈良市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施規則の一部を改正する規則 

奈良市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施規則（平成 27年奈良市規則第 86号）の一部を次のよう

に改正する。 

第5条第1項中「受けようとする」の次に「18歳未満の」を、「保護者」の次に「又は18歳以上の対象者本人」を

加え、「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書」を「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書」に

改める。 

第6条第2項を次のように改める。 

2 市長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書

（別記第 3号様式）に小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券（別記第 4号様式）を添えて、申請者に通知す

るものとする。 

第 7条第 1項中「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券」を「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券」

に改める。 

別表第 2備考第1項及び第2項中「児童」を「対象者」に改め、同表備考第 3項中「並びに小児慢性特定疾病児童

等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて（平成 30年 8月 30日付健発 0830

第7号厚生労働省健康局長通知）」を削り、「地方税法第 314条の7」を「同法第314条の7」に改め、同表備考第 5項

を次のように改める。 

5 市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除（地方税法第 323条による免除をいう。）の有無 

をもって認定の基準とする。 

別表第 2備考第7項中「児童」を「対象者」に改める。 

別記第 1号様式中「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書」を「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給

付申請書」に、「小児慢性特定疾病児童日常生活用具の」を「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の」に改める。 

別記第 2号様式中「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業」を「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付

事業」に改める。 

別記第 3号様式中「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書」を「小児慢性特定疾病児童等日常生活用

具給付決定通知書」に、「小児慢性特定疾病児童日常生活用具の」「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の」に改め

る。 

別記第 4号様式中「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券」を「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券」

に、「用具受領保護者名」を「用具受領者氏名」に改め、「は保護者」の次に「又は 18 歳以上の対象者本人」を加え

る。 

別記第 5号様式中「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付不承認決定通知書」を「小児慢性特定疾病児童等日常

生活用具給付不承認決定通知書」に、「小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付の」を「小児慢性特定疾病児童等

日常生活用具の給付の」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 
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2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈良市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施規

則の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

（令和 5年2月2日掲示済） 

 

奈良市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 5年2月3日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 6号 

奈良市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則 

奈良市体育施設条例施行規則（平成 20年奈良市規則第9号）の一部を次のように改正する。 

4項とし、第 2項を第3項とし、第 1項の次に次の1項を加える。 

2 大型ビジョン等設備機器を入場料の類を徴収しないで使用する場合の使用料は、当該使用料の額の 3分の 1に

相当する額とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（令和 5年2月3日掲示済） 

 

奈良市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 5年2月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 7号 

奈良市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

奈良市消防団の組織等に関する規則（平成 12年奈良市規則第 18号）の一部を次のように改正する。 

第2条第1項及び第6条第6号中「及び学生消防分団」を「、学生消防分団及び地域支援消防分団」に改める。 

第9条第1項中「分団（学生消防分団」の次に「及び地域支援消防分団」を加える。 

別表第 2消防団本部の項を次のように改める。 

消 防 団 本 部 
人 

1 

人 

4 

人 

9 

人 人 人 人 人 人 

14 

 広報指導分団    1 1 2 2 34 40 

 学生消防分団        30 30 

 地域支援消防分

団 
       200 200 

別表第 2計の項を次のように改める。  

計 1 4 9 22 29 68 83 1,014 1,230 

附 則 

この規則は、令和 5年4月1日から施行する。 

（令和 5年2月8日掲示済） 

 

電光掲示板 

放送設備 

1基 

1式 

750 

1,500 

1,800 

3,750 

 
電光掲示板 

大型ビジョン等設備機器 

放送設備 

1基 

1台 

1式 

750 

1時間につき 

1,500 

1,800 

3,000 

3,750 

 

に改め、同表備考中第3項を第 

別表第1中 

 

「 

」 

を 

「 

」 
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監   査 

奈良市監査委員告示第 1号 

 奈良市監査委員に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和 5年2月24日 

奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       中 本   勝  

 同       横 井 雄 一  

 同       藤 田 幸 代  

奈良市監査委員に関する規程の一部を改正する規程 

奈良市監査委員に関する規程（昭和 39年奈良市監査委員告示第 1号）の一部を次のように改正する。 

第2条中「60日」を「90日」に改める。 

第3条第1項中「毎年4月、5月及び10月から翌年3月までにおいて監査委員が定める日」を「、監査委員が別に

定める奈良市監査基準に基づく監査等の計画に規定する時期」に改める。 

附 則 

この規程は、令和 5年4月1日から施行する。 

（令和 5年2月24日掲示済） 

 

公 営 企 業 

奈良市企業局管理規程第 1号 

奈良市水道水利使用管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和 5年2月24日 

  奈良市公営企業管理者 池 田   修  

奈良市水道水利使用管理規程の一部を改正する規程 

奈良市水道水利使用管理規程（平成 6年奈良市水道局管理規程第 13号）の一部を次のように改正する。 

第5条第1項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、各号に掲げる取水口における取水量の合計は、毎秒 1.92メートルを超えないものとする。 

第5条第1項第2号中「毎秒0.80立方メートル」を「毎秒 0.54立方メートル」に改める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

（令和 5年2月24日掲示済） 

 

奈良市企業局管理規程第 2号 

奈良市排水設備指定工事店等に関する規程を次のように定める。 

令和 5年2月24日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修  

奈良市排水設備指定工事店等に関する規程の一部を改正する規程 

奈良市排水設備指定工事店等に関する規程（平成 26年奈良市企業局管理規程第 4号）の一部を次のように改正す

る。 

第2条の見出し中「の指定」の次に「の基準」を加え、同条第 3号中「工事」を「排水設備工事」に改め、同条第

4号中「もの」を「者」に改め、同条第 7号中「同条第2項第3号若しくは第4号」を「同条第 2項第2号若しくは

第3号」に改め、同条第9号中「不都合」を「不誠実」に改める。 

第3条第1項中「排水設備指定工事店指定申請書」を「奈良市排水設備指定工事店指定申請書」に改め、同条第 2

項第4号中「責任技術者」の次に「の名簿」を加え、「常雇の従業員名簿」を「当該責任技術者が有する管理者が指定

する者（以下「指定試験機関」という。）から交付された奈良県排水設備工事責任技術者証（以下「責任技術者証」と

いう。）の写し」に改め、同項第 6号中「及び」を「並びに」に改め、「平面図」の次に「並びに外観及び室内の写真」

を加え、同項第 8号中「定款」の次に「、個人にあっては住民票の写し」を加え、同条第 3項を削る。 
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第 4条第 1項中「、指定工事店」を「、前条の指定工事店」に、「をしたときは、排水設備指定工事店指定台帳」

を「の申請をした者が第 2条に掲げる要件を備えていると認めるときは、当該申請者の指定工事店の指定を行い、奈

良市排水設備指定工事店指定台帳」に改め、同条第 2項を削り、同条の次に次の1条を加える。 

（指定工事店の指定の更新） 

第 4条の 2 指定工事店の指定は、当該指定を受けた日から起算して 5年を経過する日の属する年の 6月 30日まで

にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 

2 前項の指定工事店の指定の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この項及び次項において「指定

の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期

間満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

3 前項の場合において、指定工事店の指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間

の満了の日の翌日から起算するものとする。 

4 前3条の規定は、第1項の指定工事店の指定の更新について準用する。 

第5条第2項中「、第9条」を「、前条の規定により指定工事店の指定の更新を申請するとき、次条第 2項の規定

により奈良市排水設備指定工事店廃止届を提出したとき又は第 9 条」に改め、「又は自ら廃業したとき」を削り、同

条に次の 1項を加える。 

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに奈良市排水設備指定工事店証再交付申請書

（別記第 5号様式）を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。 

第 6条第 1項中「その旨」を「奈良市排水設備指定工事店変更届（別記第 6号様式）」に、「届け出」を「提出し」

に改め、同項中第 5号を削り、第 6号を第5号とし、同条第2項中「その旨」を「奈良市排水設備指定工事店廃止届

（別記第 7号様式）」に、「届け出」を「提出し」に改め、同項第 1号から第3号までの規定中「は、その」を「 そ

の」に改め、同項第 4号中「は、承継」を「 承継」に改め、同項第 5号中「は、指定工事店」を「 指定工事店」

に改め、同条第 3項を削る。 

第 7条第 1項中「、指定工事店の指定を受けた日から 10日以内に納付」を「、指定工事店証交付の際、納付」に

改める。 

第9条第2項中「としての資格」を「の指定の効力」に改め、同項中第 2号を削り、第3号を第2号とし、同項第

4号中「前 3号」を「前2号」に、「不都合」を「不誠実」に改め、同号を同項第3号とする。 

第10条中「資格」を「効力」に改める。 

第11条第1項中「、5年を有効期間とし」を削り、「第16条第2項」を「第4項」に、「有効期間の」を「登録有

効期間の」に改め、同条第2項中「管理者が指定する者（以下「指定試験機関」という。）」を「指定試験機関」に改

め、「排水設備工事責任技術者試験」の次に「（以下「責任技術者試験」という。）」を加え、「第 13条第3項の」を「指

定試験機関が行う」に、「同項ただし書」を「第 13条第3項ただし書」に改め、「含む。」の次に「以下「講習修了者」

という。」を加え、同条に次の 1項を加える。 

4 責任技術者の登録有効期間は、登録を受けた日から責任技術者証の有効期間満了の日までとする。 

第12条第1項第2号中「もの」を「者」に改める。 

第13条第1項中「管理者が定める期間内に排水設備工事責任技術者登録申請書（別記第 5号様式）」を「奈良市排

水設備工事責任技術者登録申請書（別記第 8号様式）」に、「第 11条第 1項」を「第 11条第 4項」に、「有効期間」

を「登録有効期間」に、「排水設備工事責任技術者更新登録申請書（別記第 6号様式）」を「奈良市排水設備工事責任

技術者更新登録申請書（別記第 9号様式）」に改め、同条第 2項中「及び写真」を削り、同項第 1号中「申請書」の

次に「 次に定める書類」を加え、同号ア中「第 11条第 2項の試験」を「責任技術者試験」に改め、同項第 2号中

「申請書」の次に「 次に定める書類」を加え、同号ア中「第 11条第 2項の講習の修了者」を「講習修了者」に改

める。 

第14条中「、第15条」を「、次条」に、「納付」を「、納付」に改める。 

第15条中「排水設備工事責任技術者登録台帳」を「奈良市排水設備工事責任技術者登録台帳」に改める。 

第16条中「第11条第2項の試験若しくは講習で交付される」を削る。 

第17条中「、氏名又は住所を変更」を「、次の各号のいずれかに該当」に、「その旨」を「奈良市排水設備工事責

任技術者変更届（別記第 10号様式）」に、「届け出」を「提出し」に改め、同条に次の各号を加える。 

(1) 氏名を変更したとき。 

(2) 住所を変更したとき。 
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(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が必要と認めたとき。 

第19条第2号中「不都合」を「不誠実」に改める。 

別記第 1号様式を次のように改める。 
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別記 

第1号様式（第3条関係） 

 

奈良市排水設備指定工事店指定申請書 

年  月  日  

奈良市公営企業管理者 

          申請者 住 所 

              氏 名 

                電 話 

 

 

奈良市排水設備指定工事店等に関する規程第 3 条第 1 項の規定に基づき、奈良市

排水設備指定工事店の指定を受けたいので、同条第 2 項に規定する書類を添付して

申請します。 

 

 

住 所 

 

 

 

店 舗 の 所 在 地 

 

 

 

会 社 名 又 は 商 号 

 

 

 

代表者名又は氏名 
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 別記第 3号様式中「㊞」を削り、別記第 4号様式から別記第 6号様式までを次のように改める。 

第4号様式（第5条関係） 

  
 奈良市排水設備指定工事店証  

 指 定 番 号 第          号  

 指 定 年 月 日          年   月   日  

 住 所   

 会 社 名 又 は 商 号   

 代表者名又は氏名   

 

上記の者は、奈良市排水設備指定工事店であることを証する。 

     年  月  日 

 

指定有効期間の満了日  年  月  日 

 

奈良市公営企業管理者  印   
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第5号様式（第5条関係） 

 

奈良市排水設備指定工事店証再交付申請書 

年  月  日  

奈良市公営企業管理者 

 

申請者 住  所 

会社名又は商号 

代表者名又は氏名 

電 話 

 

 

奈良市排水設備指定工事店等に関する規程第 5条第 3項の規定に基づき、下記の 

排水設備指定工事店証の再交付を申請します。 

 

 

指 定 番 号 

 

 

 

店 舗 の 所 在 地 

 

 

 

会社名又は商号 

 

 

 

代表者名又は氏名 

 

 

 

理 由 
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第6号様式（第6条関係） 

奈良市排水設備指定工事店変更届 

年  月  日  

奈良市公営企業管理者 

 

      届出者 指定番号 

住 所 

              会社名又は商号 

               代表者名又は氏名 

                    電 話 

 

 

奈良市排水設備指定工事店等に関する規程第 6条第 1項の規定に基づき、下記 

のとおり届出します。 

変 更 事 由 変 更 前 変 更 後 変更年月日 
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別記様式に次の 4様式を加える。 

第7号様式（第6条関係） 

奈良市排水設備指定工事店廃止届 

年  月  日  

奈良市公営企業管理者  

 

届出者 住 所 

会社名又は商号 

代表者名又は氏名 

電 話 

 

 

 奈良市排水設備指定工事店等に関する規程第 6条第 2項の規定に基づき、下記の

排水設備指定工事店の廃止を届出します。 

指 定 番 号 

 

 

 

店 舗 の 所 在 地 

 

 

 

会社名又は商号 

 

 

 

代表者名又は氏名 

 

 

 

理 由 
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第8号様式（第13条関係） 

 

奈良市排水設備工事責任技術者登録申請書 

年  月  日  

奈良市公営企業管理者  

 

 

申請者 住 所 

氏 名 

電 話 

 

 

 

奈良市排水設備指定工事店等に関する規程第 13条第 1項の規定に基づき、 

 

奈良市排水設備工事責任技術者の登録を受けたいので、同条第 2項に規定 

 

する書類を添付して申請します。 
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第9号様式（第13条関係） 

 

奈良市排水設備工事責任技術者更新登録申請書 

年  月  日  

奈良市公営企業管理者  

 

申請者 登録番号 

住 所 

氏 名 

電 話 

 

 

 

奈良市排水設備指定工事店等に関する規程第 13条第 1項の規定に基づき、 

 

奈良市排水設備工事責任技術者の更新登録を受けたいので、同条第 2項に 

 

規定する書類を添付して申請します。 
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第10号様式（第17条関係） 

奈良市排水設備工事責任技術者変更届 

年  月  日  

奈良市公営企業管理者   

 

届出者 登録番号 

住  所 

                 氏  名 

                            電話番号 

 

 

奈良市排水設備指定工事店等に関する規程第 17条の規定に基づき、下記の 

とおり届出します。 

変 更 事 由 変 更 前 変 更 後 変更年月日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この規程は、令和 5年4月1日から施行する。 

（令和 5年2月24日掲示済） 

 

消 防 

奈良市消防局長訓令甲第 1号 

全 職 員  

奈良市救急活動規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和 5年2月16日 
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奈良市消防局長 東 川 洋 志 

奈良市救急活動規程の一部を改正する訓令 

奈良市救急活動規程（平成28年奈良市消防局長訓令甲第 6号）の一部を次のように改正する。 

第2条に次の2号を加える。 

(9) 救急救命士 救急救命士法（平成 3年法律第36号）第 2条第2項に規定する者をいう。 

(10) 指導救命士 奈良県メディカルコントロール協議会長から認定を受け、救急業務の教育指導及び検証を行う

救急救命士をいう。 

第4条を次のように改める。 

 （救急隊員の資格） 

第4条 救急隊員は、救急救命士又は令第 44条第5項各号に該当する者とする。 

第7条中「あっては」を「ついては」に改める。 

第21条に次の2項を加える。 

2 指導救命士は、救急隊員の行う応急処置等に関する知識及び技能等に係る教育指導、助言等を行うことにより、

救急業務の質の向上を図り、救急業務等の円滑な遂行に努めるものとする。 

3 前項の指導救命士の運用については別に定める。 

附 則 

この訓令は、令和 5年4月1日から施行する。 

（令和 5年2月16日掲示済） 

 

奈良市立高等学校等における授業料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 5年2月8日 

奈良市教育委員会      

教育長 北 谷 雅 人  

奈良市教育委員会規則第 1号 

奈良市立高等学校等における授業料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

奈良市立高等学校等における授業料等に関する条例施行規則（平成 25年奈良市教育委員会規則第 15号）の一部

を次のように改正する。 

第2条中「（別記第1号様式）」の次に「又は口座振替の方法」を加える。 

第3条の見出しを「（授業料等の納期限）」に改め、同条第 1項の表を次のように改める。 

    

 

 

 

 

 

 

附 則 

この規則は、令和 5年4月1日から施行する。 

区

分 
入学料 

授業料 

第 1期 第 2期 第 3期 第 4期 

高

等

学

校 

入学の日

の翌月25

日 

7月31日 

（4月分から6月

分まで） 

10月31日 

（7月分から9月

分まで） 

1月31日 

（10月分から12

月分まで） 

2月末日 

（1月分から3月

分まで） 


